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１ 福知山市附属機関設置条例の一部を改正する条例（一部改正）【職

員課】 

 

 １ 改正の理由 

   附属機関の追加及び名称変更に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）条例別表中福知山市営住宅ＰＦＩ事業者選定委員会を追加することとした。 

 （２）条例別表中福知山市総合計画審議会を福知山市まちづくり構想審議会に改め

ることとした。 

 （３）条例別表中福知山市上下水道事業経営審議会を追加することとした。 

（別表関係） 

 （４）文言の整理を行うこととした。 

（第１条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

２ 福知山市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例（一

部改正）【職員課】 

 

 １ 改正の理由 

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規

定の整理を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）会計年度任用職員の服務の宣誓については、任命権者が、別段の定めをする

ことができることとした。 

（第２条関係） 

 （２）文言の整理を行うこととした。 

（第１条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 
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３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例（一部改正）【職員課】 

 

 １ 改正の理由 

   附属機関の追加及び名称変更に伴い、非常勤特別職の報酬を定めること等所要

の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）条例別表中市営住宅ＰＦＩ事業者選定委員会委員（専門委員及びその他の委

員）を追加することとした。 

 （２）条例別表中総合計画審議会委員をまちづくり構想審議会委員に改めるととも

に専門委員及びその他の委員の報酬を定めることとした。 

 （３）条例別表中上下水道事業経営審議会委員（専門委員及びその他の委員）を追

加することとした。 

（別表関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

４ 福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関す

る条例及び福知山市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する

条例の一部を改正する条例（一部改正）【職員課】 

 

 １ 改正の理由 

   市長等の給料月額の減額を行うこと等に伴い、所要の規定の整備を行う必要が

ある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）福知山市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給与に関する条例の

一部改正（改正条例第１条関係） 

   ア 令和２年４月１日から令和２年６月１９日までの間、市長の給料月額につ

いて１０パーセント、副市長及び教育長の給料月額について５パーセントの

減額を行うこととした。 

（附則第３１項関係） 
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   イ 文言の整理を行うこととした。 

（附則第３０項関係） 

 （２）福知山市の特別職の職員で常勤のものの退職手当に関する条例の一部改正（改

正条例第２条関係） 

   市長等の退職手当の算定に当たり、（１）アを適用しないこととした。 

（附則第４項関係） 

 

 ３ 施行期日 

 （１）イ 公布の日 

 （１）ア及び（２） 令和２年４月１日 

 

５ 福知山市手数料条例の一部を改正する条例（一部改正）【市民課】 

 

 １ 改正の理由 

   情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整理を行

う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   条例別表中「通知カードの再交付」の項を削ることとした。 

（別表関係） 

 

 ３ 施行期日 

   公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報

通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）

附則第１条第６号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日 

 

６ 福知山市国民健康保険条例の一部を改正する条例（一部改正）【保険

年金課】 

 

 １ 改正の理由 

   国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の規定の整理

を行う必要がある。 
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 ２ 改正の内容 

 （１）国民健康保険の保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を６１万円から６３万

円に引き上げることとした。 

（第１４条の６関係） 

 （２）国民健康保険の保険料の介護納付金賦課額に係る賦課限度額を１６万円から

１７万円に引き上げることとした。 

（第１４条の１１関係） 

 （３）低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基

準について、５割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を２８万円か

ら２８万５千円に引き上げることとした。 

（第１８条の２第１項第２号関係） 

 （４）低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基

準について、２割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を５１万円か

ら５２万円に引き上げることとした。 

（第１８条の２第１項第３号関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

７ 福知山市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部

を改正する条例（一部改正）【消防本部総務課】 

 

 １ 改正の理由 

   消防団員の定員の見直しに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   消防団員の定員を２，１６０人から１，７８０人にすることとした。 

（第２条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

８ 福知山市保育所条例の一部を改正する条例（一部改正）【子ども政策

室】 
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 １ 改正の理由 

   福知山市立保育園の定員の見直しに伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）福知山市立三和保育園の定員を６０人から７０人にすることとした。 

 （２）福知山市立下夜久野保育園の定員を４５人から７０人にすることとした。 

（別表関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

９ 福知山市介護保険条例の一部を改正する条例（一部改正）【高齢者福

祉課】 

 

 １ 改正の理由 

   介護保険法施行令の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）低所得者の減額賦課に係る令和２年度の保険料率を軽減するとともに文言の

整理を行うこととした。 

（第４条関係） 

 （２）文言の整理を行うこととした。 

（第５条から第７条、第１２条及び第１５条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   規則で定める日 

 

10 福知山市介護福祉士育成修学資金の貸与に関する条例の一部を改正

する条例（一部改正）【高齢者福祉課】 

 

 １ 改正の理由 

   福知山市介護福祉士育成修学資金の貸与要件等の見直しに伴い、所要の規定の

整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 
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 （１）福知山市介護福祉士育成修学資金の貸与ができる者の要件に、社会福祉法人

京都府社会福祉協議会が実施する介護福祉士修学資金等貸付の貸付決定を受

けていることを追加することとした。 

（第３条関係） 

 （２）福知山市介護福祉士育成修学資金の貸与額を１学年につき３０万円を上限と

することとした。 

（第４条関係） 

 （３）福知山市介護福祉士育成修学資金の返還の免除の要件のうち、養成施設等を

卒業後１年以内に市内事業所に正規職員として勤務し、引き続き３年間、市内

事業所に勤務する場合について、同一事業所で勤務する要件を除くこととした。 

（第５条関係） 

 （４）文言の整理を行うこととした。 

（第２条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

11 福知山市立学校設置条例等の一部を改正する条例（一部改正）【教育

総務課】 

 

 １ 改正の理由 

   福知山市立小学校の統廃合に伴い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）福知山市立学校設置条例（昭和３９年福知山市条例第２４号）の一部改正（改

正条例第１条関係） 

    福知山市立美河小学校、福知山市立美鈴小学校及び福知山市立有仁小学校を

統合し、新たに福知山市立大江小学校を設置することとした。 

（別表関係） 

 （２）福知山市立学校設置条例の一部を改正する条例（令和元年福知山市条例第３

３号）の一部改正（改正条例第２条関係） 

    福知山市立公誠小学校を廃止することとした。 

（別表関係） 

 

 ３ 施行期日 

 （２） 公布の日 

 （１） 令和３年４月１日 
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12 福知山市森林環境譲与税基金条例（新規）【農林業振興課】 

 

 １ 制定の理由 

   福知山市森林環境譲与税基金を設置するため、条例を制定する必要がある。 

 

 ２ 制定の内容 

 （１）林業経営の効率化及び森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林

業の持続的発展及び森林の有する多面的機能を発揮するための施策に要する

経費に充てるため、基金を設置することとした。 

（第１条関係） 

 （２）基金への積立ては、森林環境譲与税及び基金から生ずる利子とすることとし

た。 

（第２条関係） 

 （３）基金に属する現金の管理について定めることとした。 

（第３条関係） 

 （４）基金の運用から生ずる収益の処理について定めることとした。 

（第４条関係） 

 （５）財政上必要があると認めるときの繰替運用について定めることとした。 

（第５条関係） 

 （６）（１）の財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができること

とした。 

（第６条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   公布の日 

 

13 福知山市公設地方卸売市場条例の一部を改正する条例（一部改正）

【農林業振興課】 

 

 １ 改正の理由 

   卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行等に伴

い、所要の規定の整備を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）福知山市公設地方卸売市場（以下「市場」という。）の設置及び管理運営に
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関し必要な事項を定め、市民の生活安定に寄与することを目的とすることとし

た。 

（第１条関係） 

 （２）市場の開設者及び位置について定めることとした。 

（第２条関係） 

 （３）市長が必要と認めるときは、あらかじめ関係者に周知して、休日に市場を開

場すること等ができることとした。 

（第４条関係） 

 （４）市長がする卸売業務の承認について定めることとした。 

（第６条の２関係） 

 （５）卸売業者の事業報告書の提出について定めることとした。 

（第１１条の２関係） 

 （６）市長がする卸売業務の承認の取消しについて定めることとした。 

（第１１条の３関係） 

 （７）卸売業者の営業の譲渡し等について定めることとした。 

（第１１条の４関係） 

 （８）卸売業者の卸売業務の相続について定めることとした。 

（第１１条の５関係） 

 （９）卸売業者の名称変更等の届出について定めることとした。 

（第１１条の６関係） 

 （10）仲卸業者の保証金の預託について、卸売業者の保証金の預託の規定を準用す

ることとした。 

（第１７条関係） 

 （11）仲卸業者の名称変更等の届出について、卸売業者の名称変更等の届出の規定

を準用することとした。 

（第２１条の２関係） 

 （12）買受人の名称変更等の届出について、卸売業者の名称変更等の届出の規定を

準用することとした。 

（第２３条の２関係） 

 （13）関連事業者の保証金の預託について、卸売業者の保証金の預託の規定を準用

することとした。 

（第２５条関係） 

 （14）市場における売買取引の原則について定めることとした。 

（第２９条の２関係） 

 （15）市場における売買取引の決済の方法について定めることとした。 

（第３１条関係） 

 （16）開設者等の差別的取扱いの禁止等について定めることとした。 

（第３５条関係） 

 （17）卸売業者は、卸売予定数量等についてインターネットの利用その他適切な方
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法により公表しなければならないこととした。 

（第４７条関係） 

 （18）卸売業者は、売買取引条件についてインターネットの利用その他適切な方法

により公表しなければならないこととした。 

（第４７条の２関係） 

 （19）開設者は、卸売予定数量等についてインターネットの利用その他適切な方法

により公表しなければならないこととした。 

（第４８条関係） 

 （20）文言の整理を行うこととした。 

（第６条、第７条、第９条、第１２条、第１５条、第１６条、第１８条、第２０条、

第２０条の２、第２１条、第２２条、第２４条、第２６条、第２７条、第２８条の

２、第３０条、第３３条、第３６条、第３８条、第３９条、第４２条、第４３条、

第５０条、第５１条の２、第５５条、第６２条、第６４条、第６６条、第６８条、

第６９条及び別表関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年６月２１日 

 

14 福知山市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例（一部改正）

【下水道課】 

 

 １ 改正の理由 

   天座区自治会の発足に伴い、所要の規定の整理を行う必要がある。 

 

 ２ 改正の内容 

   条例別表第１中「天座一区、天座二区」を「天座区」に改めることとした。 

（別表関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

15 福知山市営住宅条例の一部を改正する条例（一部改正）【建築住宅課】 

 

 １ 改正の理由 

   民法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 
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 ２ 改正の内容 

 （１）市営住宅の入居者の公募の方法に市ホームページを追加することとした。 

（第４条関係） 

 （２）市営住宅の入居者として決定した者が提出する請書の連帯保証人２人の連署

を不要とすることとし、決定のあった日から１０日以内にしなければならない

手続を市長の指定する期日までにしなければならないこととすることとした。 

（第１５条関係） 

 （３）家賃の決定に当たり、認知症等である入居者が収入の申告をすること等が困

難と認めるときは、書類の閲覧の請求等により把握した入居者の収入等に応じ、

家賃を定めることができることとした。 

（第１８条関係） 

 （４）収入の額の認定に当たり、書類の閲覧の請求等により入居者の収入を把握で

きることとした。 

（第１９条関係） 

 （５）入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しない

ときは、敷金をその債務の弁済に充てることができることとするとともに文言

の整理を行うこととした。 

（第２２条関係） 

 （６）市及び入居者の修繕分担について、特約で定めることとした。 

（第２４条関係） 

 （７）不正の行為によって入居した者に対し、市営住宅の明渡請求をするときに付

す利息の計算について、法定利率により計算することとした。 

（第４５条関係） 

 （８）市営住宅中村団地を廃止することとした。 

（別表関係） 

 （９）文言の整理を行うこととした。 

（第５条、第９条、第２５条、第３４条、第３６条、第３７条、第３９条、第

４２条及び第４３条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

16 福知山市営特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例（一部改正）

【建築住宅課】 

 

 １ 改正の理由 
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   民法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）特定公共賃貸住宅の入居決定者が決定のあった日から１０日以内にしなけれ

ばならない手続を市長の指定する期日までにしなければならないこととする

こととした。 

（第１１条関係） 

 （２）入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しない

ときは、敷金をその債務の弁済に充てることができることとするとともに文言

の整理を行うこととした。 

（第１６条関係） 

 （３）市及び入居者の修繕分担について、特約で定めることとした。 

（第１７条関係） 

 （４）通常の使用に伴い生じた損耗は、入居者の原状回復義務の範囲外とすること

とした。 

（第２７条関係） 

 （５）特定公共賃貸住宅の駐車場の準用について定めることとした。 

（第２９条の２及び第２９条の３関係） 

 （６）文言の整理を行うこととした。 

（第５条及び第２９条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

17 福知山市営改良住宅条例の一部を改正する条例（一部改正）【建築住

宅課】 

 

 １ 改正の理由 

   民法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）福知山市営改良住宅の入居者として決定した者が決定のあった日から１０日

以内にしなければならない手続を市長の指定する期日までにしなければなら

ないこととすることとした。 

 （２）福知山市営改良住宅の入居者として決定した者が提出する請書の連帯保証人
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２人の連署を不要とすることとした。 

（第５条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

18 福知山市三和町立地企業等従業員住宅条例の一部を改正する条例

（一部改正）【産業観光課】 

 

 １ 改正の理由 

   民法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）入居決定者が決定のあった日から１０日以内にしなければならない手続を市

長の指定する期日までにしなければならないこととすることとした。 

（第９条関係） 

 （２）入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しない

ときは、敷金をその債務の弁済に充てることができることとするとともに文言

の整理を行うこととした。 

（第１６条関係） 

 （３）市及び入居者の修繕分担について、特約で定めることとした。 

（第１７条関係） 

 （４）通常の使用に伴い生じた損耗は、入居者の原状回復義務の範囲外とすること

とした。 

（第２６条関係） 

 （５）文言の整理を行うこととした。 

（第１５条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

19 福知山市営一戸建住宅条例の一部を改正する条例（一部改正）【人権

推進室】 
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 １ 改正の理由 

   民法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）入居者が死亡した場合に同居の親族が入居権を継承するときは、保証人２人

が連署した請書の提出を不要とすることとした。 

（第４条関係） 

 （２）文言の整理を行うこととした。 

（第５条関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

20 福知山市大江町定住促進住宅条例の一部を改正する条例（一部改正）

【大江支所】 

 

 １ 改正の理由 

   民法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

 ２ 改正の内容 

 （１）入居決定者が提出する定住促進住宅賃貸借契約証書の連帯保証人の連署を不

要とすることとし、決定のあった日から１５日以内にしなければならない手続

を市長の指定する期日までにしなければならないこととすることとした。 

（第１０条関係） 

 （２）入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しない

ときは、敷金をその債務の弁済に充てることができることとするとともに文言

の整理を行うこととした。 

（第１６条関係） 

 （３）市及び入居者の修繕分担について、定住促進住宅賃貸借契約証書で定めるこ

ととした。 

（第１７条関係） 

 （４）文言の整理を行うこととした。 

（第５条、第１５条及び附則第４項関係） 

 

 ３ 施行期日 
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   令和２年４月１日 

 

21 福知山市鬼の里Ｕターンプラザ条例の一部を改正する条例（一部改

正）【大江支所】 

 

 １ 改正の理由 

   民法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

 ２ 改正の内容 

   市及び入所者の修繕分担について、福知山市鬼の里Ｕターンプラザの使用に関

する誓約書で定めることとした。 

（第１３条第１項関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 

22 福知山市お試し住宅条例の一部を改正する条例（一部改正）【まちづ

くり推進課】 

 

 １ 改正の理由 

   民法の一部を改正する法律の施行等に伴い、所要の規定の整備を行う必要があ

る。 

 

 ２ 改正の内容 

   市及び使用者の修繕分担について、お試し住宅の使用契約書で定めることとし

た。 

（第９条第１項関係） 

 

 ３ 施行期日 

   令和２年４月１日 

 


